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◆その他の異動など

◆やめるとき

◆加入するとき

－詳しくは問い合わせてください－

（注）職場の健康保険の加入者本人が75歳になり、後期高齢者医療制度に移行することにより、本人の扶養となっている家族
が国保に加入することになった場合や扶養からはずれた場合を含む。

※高齢受給者証は70歳以上の方のみ。

＊国民健康保険（国保）には、勤務先の健康保険への加入者とその扶養者、後期高齢者医療制度加入者など
を除く、すべての人が加入します。

＊加入の届出が遅れると、加入の資格を得た月（例：会社を辞めた月）まで、さかのぼって保険税を納めな
ければなりません。また、その間にかかった医療費は全額自己負担となります。

＊やめる届出が遅れると、保険税（料）が二重払い（国保と新しい健康保険）になってしまうことがあります。

国民
皆保険
制度
国民健康保険の届出を忘れずに！
～加入するとき、やめるときは、１４日以内に届出を～

すべての手続きにマイナンバー（個人番号）が必要です。本人確認書類（以下の①と②）を持参してく
ださい。
①マイナンバー確認書類／マイナンバーカードまたは通知カード
②身元確認書類／公的機関が発行した顔写真付きの証明書など … 運転免許証、パスポートなど１点

上記の証明書などがない場合 … 保険証、年金手帳、預金通帳、学生証など２点
※マイナンバーカードを提示する場合は②は不要です。

問合せ先　□市市民窓口グループ　☎52－1111（内線219・261）

世帯主が変わったとき

国民健康保険証をなくしたり破損
したとき

世帯を分けたり、いっしょにした
とき

こんなとき
市内で住所が変わったとき

国民健康保険証、高齢受給者証※

国民健康保険証、高齢受給者証※
国民健康保険証、高齢受給者証※
届出に必要なもの

破損の場合は破損した国民健康保険証

本人確認書類

印鑑

職場の健康保険に加入したとき
死亡したとき（国保加入の場合）

こんなとき

生活保護を受けはじめたとき

他の市町村へ転出するとき
（職場の健康保険に加入していない場合）

外国人住民は在留カード、特別永住者証明書

届出に必要なもの

職場などの保険証（加入者全員分）
葬儀を行ったことが証明できるもの、預金通帳

本人確認書類
印鑑

国民健康保険証
高齢受給者証※ 生活保護開始通知書

子どもが生まれたとき
（国保加入の場合）

本人確認書類

印鑑

キャッシュカード
または預金通帳

銀行届出印
外国人住民が加入するとき

こんなとき

高浜市に転入したとき
（職場の健康保険に加入していない場合）

職場の健康保険をやめたとき（注）

生活保護を受けなくなったとき

住民登録の窓口で転入の手続きを行った後に同
日対応

在留カード、特別永住者証明書、パスポート

健康保険喪失連絡票、離職票、退職証明書など
いずれか１点

届出に必要なもの

生活保護廃止通知書

保護者の国民健康保険証、母子健康手帳
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そのほか生活関連事項の問合せ先

住所異動の手続きはお早めに！

郵　　　　便

し尿の収集
高浜郵便局　　　　　☎５３－０１９８

電　　　　話

碧南警察署　　　　　☎４６－０１１０

運転免許証

加入の電話会社に問い合わせてください。
電　　　　気

各町内会の理事または班長、市役所総合政策グループ
（市役所２階：窓口29番）まで問い合わせてください。

☎５２－１１１１（内線３６６）

高浜衛生㈱　　　　　☎５３－０５１６

町内会の入会・退会

東邦ガス㈱刈谷営業所　　　☎２１－１６４７
※プロパンガスについては最寄りの取扱店へ問い合わせてください。

中部電力碧南サービスステーション
☎０１２０－９８５－６２４
ガ　　　　ス

○ ×

○ ×

○・印鑑

・介護保険負担割合証
（介護認定を受けている方）

必要なもの

○

転居転入

転入

○×

○

× ○

・預金通帳または振込先など
がわかるもの

・印鑑

必要なもの

○

・介護保険被保険者証

転居

○

介護保険

児童扶養手当
特別児童扶養手当
遺児手当

項　目 手続きに必要なもの

自立支援医療（更生・
育成・精神通院）

介護保険・障がいグループ
（いきいき広場２階）
☎５２－９８７１

○

○

・預金通帳または振込先など
がわかるもの

× × ○

○

転出

各種障がい者手当
※障がい者手帳（身体
障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健
福祉手帳）を所有し
ている方

問合せ先

○

※所得証明が必要な場合があります。
※転出時は転出先での手続きとなります。（扶助料
受給中の方は喪失手続きが必要です。）

要確認

○・各種障がい者手帳 ×○

介護保険・障がいグループ
（いきいき広場２階）
☎５２－９８７１

・所得証明書

○

・預金通帳または振込先など
がわかるもの

・印鑑

○・印鑑

転出

×

○・健康保険被保険者証 × ×

※所得証明が必要な場合があります。
※転出時は転出先での手続きとなります。 

○

要確認・住宅の契約書 ×要確認

※詳しくは問い合わせてください。
（状況により必要なものが異なります。）

※前住所地で要介護認定を受けていた転入の方は、
「受給資格証明書」を持参してください。 

×

○

要確認

×

○


